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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年１月31日付をもって提出した有価証券届出書及び平成23年２月７日付をもって提出した有価証券届出

書の訂正届出書の記載事項のうち、平成23年２月18日に第64期有価証券報告書を近畿財務局長に提出いたしました

ので、「第一部　証券情報」、「第三部　追完情報」及び「第四部　組込情報」に関する事項を訂正するため、有価証

券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

　第１　募集要項

　　　４　新規発行による手取金の使途

　　　 (２) 手取金の使途

第三部　追完情報

第四部　組込情報

　　　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

４【新規発行による手取金の使途】

(２)【手取金の使途】

（訂正前）

上記差引手取概算額上限144,105,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般

募集の手取概算額968,700,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,112,805,000円について、全額を設備投資

資金に充当する予定です。具体的には平成24年６月までに当社酒田工場における自動車塗料用や粘接着剤用

原料等に使用されるアクリル酸エステルの製造設備への投資の一部として、今回の調達資金を充当する予定

であります。

なお、設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　３　設備計画の変更」に記載のとおりでありま

す。

 

（訂正後）

上記差引手取概算額上限144,105,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般

募集の手取概算額968,700,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,112,805,000円について、全額を設備投資

資金に充当する予定です。具体的には平成24年６月までに当社酒田工場における自動車塗料用や粘接着剤用

原料等に使用されるアクリル酸エステルの製造設備への投資の一部として、今回の調達資金を充当する予定

であります。

なお、設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　２　設備計画の変更」に記載のとおりでありま

す。
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第三部【追完情報】
（訂正前）

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第63期事業年度）（訂正報告書により訂正された内容を

含む。以下同じ。）に記載された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」について、当

該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成23年１月31日）までの間において以下のとおり

変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び

 追加箇所については、 ＿＿＿罫で示しております。  

 

　なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項は、下記「事

業等のリスク」及び後記「第三部　追完情報　２　対処すべき課題について　対処すべき課題　(2)当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日（平

成23年１月31日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

＜以下省略＞

 

２　対処すべき課題について

＜以下省略＞

 

３　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第63期事業年度)に記載された「第一部　企業情報　第３　設

備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1)　重要な設備の新設等」については、本有価証券届出書提出日(平成

23年１月31日)現在以下のとおりとなっております。

＜以下省略＞

 

４　最近の業績の概要

＜以下省略＞

 
（訂正後）

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第64期事業年度）に記載された「第一部　企業情報　第２　

事業の状況　４　事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書

提出日（平成23年２月18日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

　なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項は、本有価

証券届出書の訂正届出書提出日（平成23年２月18日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載す

る将来に関する事項もありません。

 

２　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第64期事業年度)に記載された「第一部　企業情報　第３　設

備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1)　重要な設備の新設等」(平成22年11月30日現在)については、本有価

証券届出書提出日(平成23年１月31日)現在以下のとおりとなっております。

＜以下省略＞

 

「２　対処すべき課題について」及び「４　最近の業績の概要」の全文削除
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第四部【組込情報】
（訂正前）

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
(第63期)

　自　平成20年12月１日
　至　平成21年11月30日

平成22年２月19日
近畿財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
(第63期)

　自　平成20年12月１日
　至　平成21年11月30日

平成22年３月２日
近畿財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度
(第64期
第３四半期)

　自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日

平成22年10月15日
近畿財務局長に提出

 

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイド

ライン)Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 
（訂正後）

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
(第64期)

　自　平成21年12月１日
　至　平成22年11月30日

平成23年２月18日
近畿財務局長に提出

 

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイド

ライン)Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年２月12日

　

大阪有機化学工業株式会社

　取 締 役 会　 御 中
　

有限責任監査法人トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 片　　岡　　　茂　　彦　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 秦　　　一　　二　　三　　　㊞

　

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている大阪有機化学工業株式会社の平成20年12月１日から平成21年11月30日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、大阪有機化学工業株式会社及び連結子会社の平成21年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大阪有機化学工業

株式会社の平成21年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備

及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載

を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、大阪有機化学工業株式会社が平成21年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ

ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年２月18日

　

大阪有機化学工業株式会社

　取 締 役 会　 御 中
　

有限責任監査法人トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 片　　岡　　　茂　　彦　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 秦　　　一　　二　　三　　　㊞

　

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている大阪有機化学工業株式会社の平成21年12月１日から平成22年11月30日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、大阪有機化学工業株式会社及び連結子会社の平成22年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　
追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成23年１月31日開催の取締役会において公募による新

株式発行及び自己株式の処分を決議し、平成23年２月15日に払込みが完了している。また、同取締役会におい

て株式の売出しに関連して第三者割当増資を行うことを決議した。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大阪有機化学工業

株式会社の平成22年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備

及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載

を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、大阪有機化学工業株式会社が平成22年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ

ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年２月12日

　

大阪有機化学工業株式会社

　取 締 役 会　 御 中
　

有限責任監査法人トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 片　　岡　　　茂　　彦　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 秦　　　一　　二　　三　　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている大阪有機化学工業株式会社の平成20年12月１日から平成21年11月30日までの第63期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、大阪有機化学工業株式会社の平成21年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　
 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年２月18日

　

大阪有機化学工業株式会社

　取 締 役 会　 御 中
　

有限責任監査法人トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 片　　岡　　　茂　　彦　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 秦　　　一　　二　　三　　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている大阪有機化学工業株式会社の平成21年12月１日から平成22年11月30日までの第64期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、大阪有機化学工業株式会社の平成22年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成23年１月31日開催の取締役会において公募による新

株式発行及び自己株式の処分を決議し、平成23年２月15日に払込みが完了している。また、同取締役会におい

て株式の売出しに関連して第三者割当増資を行うことを決議した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　
 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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